
「e スポーツ地域生きがいづくり推進事業」仕様書 

 

１ 業務名称 

 「e スポーツ地域生きがいづくり推進事業」業務委託 

 

２ 業務目的 

高齢者の増加に伴い要介護者等が増えている中、健康寿命を延ばすためには社会活動

への参加が有効であるが、特に中予では「通いの場」への参加率が低いことから、e スポ

ーツを通いの場へ取り入れる等により、高齢者の生きがい・健康づくりを支援する。 

 

３ 委託期間 

契約締結日から令和８年３月３１日まで 

 

４ 業務内容 

⑴  体験会の実施 

 通いの場等において、高齢者を対象者とした e スポーツ体験会を実施する。 

(ｱ)  開催場所等 

 場  所：中予管内３会場で実施（久万高原町、松前町、砥部町） 

 回  数：３回 

 参加者数：町によって異なる（定員を定める又は自由参加等） 

 時  間：２時間程度（設営等のための準備時間は含まない） 

※ 具体的な実施方法、場所、日程等は、本県、市町と協議の上、決定する。 

(ｲ)  内容 

・e スポーツ機器の設置、片付け 

・体験会の運営及び運営補助業務 

 参加者へのゲーム内容、e スポーツ機器の操作方法説明等 

・その他、体験会に必要な業務 

⑵  e スポーツ楽しみ・生きがいづくり推進事業実施に係る運営補助 

(ｱ)  開催場所等 

場  所：中予管内６市町で実施 

 回  数：１市町につき１２回程度（１～２週に各市町１回開催） 

      合計７２回（１２回×６市町）、会場にて指導等を行う。 

参加者数：会場ごとに異なる（最大で１会場 20 名程度） 

時  間：２時間程度/１回（設営等のための準備時間は含まない） 

※ 具体的な実施方法、場所、日程等は、本県・市町と協議の上、決定する。 

(ｲ)  内容 

・e スポーツ機器の設置、片付け 

・実施会場の運営補助等 

 進行の補助、ゲーム内容や操作方法等の説明、操作補助 

・その他、事業の運営実施に必要な業務 

⑶  その他 



(ｱ)  ゲームタイトルは、太鼓の達人・ぷよぷよを使用することとし、使用に際して

のゲーム会社への許諾は、受託者にて取得するものとする。 

(ｲ)  事業実施に当たって本県や実施市町等との打ち合わせを行う。 

 

５ 実施体制 

  受託者は、本業務に必要な人員を配置すること。体験会においては、責任者を明確に

すること。 

   

６ 成果物 

本事業の受託者は下記成果物を納品すること。 

・業務完了届 

実施内容についてまとめた報告書を、エクセル、ワードまたはパワーポイントで作 

成し、データ及び紙で提出すること。 

内容については、案を作成後、本県と調整を行うこと。 

※ 最終実施日の翌日から起算して 30 日以内に提出すること。 

 

７ 業務の適正な実施に関する事項 

⑴  業務の一括再委託の禁止 

当事業の受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせ 

ることはできない。ただし、業務を効率的に行う上で必要と認めるときは、本県と協

議の上、その一部を委託することができる。 

⑵  個人情報保護 

業務に係る個人情報については、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 

57 号）その他関係法令等を遵守し、本県と十分に協議の上、適切に取り扱うこと。ま

た、受託者が委託業務の履行に伴い、又はこれに関連して知り得た業務上の情報を第

三者に漏えいしないこと。 

 

８ その他 

⑴  受託者は、実施手法や実施内容について適宜本県及び実施市町と協議を行い、協議

結果を踏まえた上で各種業務等に着手すること。 

⑵  業務にあたり、使用するデータ等の著作権・使用権等の権利については、受託者に

おいて使用許可等を得ること。なお、これらを怠ったことにより、著作権等の権利を

侵害した場合は、受託者はその一切の責任を負うこと。 

⑶  本県の所持する資料のうち、当該業務に必要な資料は別途貸与するが、丁寧に取扱

い、業務終了後は、速やかに返納すること。なお、貸与を受けた資料及び当該業務の

成果は、許可なく外部に漏らしてはならない。 

⑷  本業務に係る成果物等の著作権、所有権等の権利は、すべて本県に帰属するものと

する。また、本県は、成果物等のすべてについて、業務に必要な範囲で改変し、また

は二次利用する権利を有するものとする。 

⑸  業務完了検査の結果、成果物に瑕疵が発見された場合は、受託者は、本県の指定す

る期間内に修正を行い、再度検査を受けること。 



⑹  自然災害や社会情勢等の変化により、実施内容等に変更が生じる場合や、中止とな

る場合には、本県と本件委託に係る事業の内容や契約金額等について再度協議を行い、

変更契約等の手続を行うものとする。 

⑺  この仕様書に定めのない事項、または不明な点がある場合は、本県の条例または規

則に定めのある場合を除いて、その都度、両者協議の上で決定するものとする。 


